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本
の
紹
介

の
紹
介

ボーボワールの有名なフレーズ『人は女に
生まれるのではない。女になるのだ』は『男
は男に生まれるのではない。男になるのだ。』
と言い換えたほうが生物学的に正確らしい。
なぜなら生命が現れてから地球ではその後
10億年メスだけだったらしく、生物の基本
形は女なのだ。身体的な男性性を司る物質、
テストステロンは長生きを阻むとも。遺伝子
レベルで男女を捕らえる視野が面白い。

で
き
そ
こ
な
い
の
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た
ち

著
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岡
伸
一

●
光
文
社
新
書

女性間にも格差はある。それはなぜ生じる
のか。教育格差、結婚と離婚、子どもをもつか
もたないか、専業主婦と勤労女性、総合職
と一般職…などを切り口に、豊富な文献や
データに基づく格差の状況を具体的に検証。
女女格差の根底には男女格差があること。人
生の選択肢は男性より多いが、差別や制度
がその選択を左右し、女性の人生に大きな
影響を与えていることがよくわかる。

女
女
格
差

著
者
　
橘
木
俊
詔

●
東
洋
経
済
新
報
社

著者はいわゆる就職氷河期に就活した経験
を持つ若い女性。女性が就職するのも当たり
前になった現在、改めて働く意味を捉えてい
る。女性職、ソフトインテリジェンスは著者
の造語。社会が求める『女性らしさ』を活用す
る提案をする。媚を売るのではなく、仕事へ
の誠意と他と共感する能力に注目している。
憧れの職業につけなかった、キャリアでもな
い、ほとんどの女性達へのエールでもある。

〈
女
性
職
〉の
時
代
―

ソ
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ジ
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ン
ス
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の

定
年
後
の
地
域
デ
ビ
ュ
ー
の
場

と
し
て
、
男
性
の
料
理
教
室

が
人
気
を
呼
ん
で
い
ま
す
。
下
栗

さ
ん
が
会
長
を
務
め
る「
賞
味
会（
60

歳
以
上
の
男
性
が
対
象
）」も
そ
の
一

つ
。
料
理
研
究
家
の
小
林
カ
ツ
代

さ
ん
が
地
域
に
住
ん
で
お
ら
れ
た
ご

縁
で
、
そ
の
指
導
の
も
と
、
田
無
公

民
館
で
毎
月
１
回
、
男
の
料
理
づ
く

り
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
、

甘
辛
い
醤
油
だ
れ
が
ご
は
ん
に
よ
く

合
う
「
鮭
の
く
わ
焼
き
」
を
紹
介

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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【
作
り
方
】

①
鮭
を
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル
等
で
よ
く

拭
き
、
片
栗
粉
を
薄
く
つ
け
る
。

②
フ
ラ
イ
パ
ン
に
サ
ラ
ダ
油
を
入
れ

て
熱
し
、
中
火
で
鮭
を
身
の
ほ

う
か
ら
焼
く
。

③
五
分
通
り
に
火
が
通
っ
た
ら
裏
返

し
て
焼
き
、
全
体
に
七
分
通
り
に

焼
け
た
ら
、
い
っ
た
ん
取
り
出
す
。

④
フ
ラ
イ
パ
ン
を
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル

等
で
拭
き
、
調
味
料
を
全
部
入
れ

て
中
火
に
し
て
ふ
つ
ふ
つ
し
て
き

た
ら
鮭
を
戻
し
入
れ
、
裏
返
し
な

が
ら
、
た
れ
を
良
く
か
ら
め
る
。

（
レ
シ
ピ
／
小
林
カ
ツ
代
キ
ッ
チ
ン

ス
タ
ジ
オ
）

1 鮭のくわ焼き

料理を作るようになって定年後の人生
が開けたという下栗さん。「賞味会」
では社会法人福祉協議会主催の「ふ
れあいの会」で料理をふるまうなどの
地域活動も行っている。

下栗 庸隆さん／賞味会

が
お
す
す
め
す
る 男

女
平
等
社
会
は
、
一
人
ひ
と
り

の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
で
す
。
し

か
し
、
Ｄ
Ｖ
（
配
偶
者
や
恋
人
な
ど
、

親
密
な
関
係
に
あ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら

受
け
る
暴
力
）
の
被
害
を
伝
え
る
ニ

ュ
ー
ス
が
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

Ｄ
Ｖ
の
根
絶
に
向
け
て
、
平
成
13

年
10
月
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」

（
Ｄ
Ｖ
防
止
法
）
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

同
法
で
は
、
３
年
ご
と
に
実
態
を
見

直
し
、
改
正
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成

20
年
１
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
法
で

は
、
い
っ
こ
う
に
減
ら
な
い
Ｄ
Ｖ
の
被

害
に
対
し
て
、「
保
護
命
令
申
し
立
て
」

や
「
接
近
禁
止
例
」
の
拡
大
な
ど
、

被
害
者
へ
の
救
済
を
よ
り
強
化
し
た

内
容
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

被
害
者
の
多
く
は
女
性
で
す
。
Ｄ
Ｖ

は
、
女
性
を
低
く
み
る
、
妻
は
夫
に
従

う
べ
き
と
い
っ
た
性
差
別
が
根
強
く
残

る
な
か
で
、
暴
力
で
女
性
を
思
い
通
り

に
支
配
し
よ
う
と
し
て
起
こ
る
も
の
で

す
。
し
か
し
、
暴
力
は
人
権
を
侵
害
す

る
行
為
、
た
と
え
夫
婦
で
あ
っ
て
も
許

さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｄ
Ｖ
の
根
絶
に
は
、
暴
力
を
容
認

し
な
い
社
会
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
何

よ
り
大
切
で
す
。
Ｄ
Ｖ
防
止
法
で
は
、

暴
力
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
場
合
、

通
報
す
る
努
力
義
務
が
課
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。
身
近
で
暴
力
を
受
け
て
い
る

人
に
気
づ
い
た
ら
、
ま
ず
は
専
門
機
関

に
相
談
す
る
こ
と
を
す
す
め
ま
し
ょ

う
。

・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

ご
存
じ
で
す
か
？

「
改
正
Ｄ
Ｖ
防
止
法
」

精
神
的
暴
力
の 

 

被
害
経
験
あ
り 

性
的
暴
力
の 

 

被
害
経
験
あ
り 

身
体
的
暴
力
の 

 

被
害
経
験
あ
り 

0
(%)

10

20

30

40

女性 n=482 
男性 n=323

32.6

12.2

2.8

9.5

3.4

22.0

●西東京市の窓口
男女平等推進センター パリテ

9：00～17：00
042（439）0075
※日祝休日・年末年始を除く

●配偶者暴力相談支援センター
東京ウィメンズプラザ

9：00～21：00
03（5467）2455
※年末年始を除く

東京都女性相談センター
9：00～20：00（月～金）
03（5261）3110
※土日祝休日・年末年始を除く

東京都女性相談センター多摩支所
9：00～16：00（月～金）
042（522）4232
※土日祝休日・年末年始を除く

●夜間・緊急
警察または交番　110番

DVに関する相談機関

配偶者暴力（DV）防止法の仕組みと主な改正内容

�西東京市「パートナー（配偶
者や恋人）」からの暴力の被
害経験

保護命令発令 
・接近禁止命令（6ヵ月） 
・住居からの退去・住居付近の徘徊禁止（2ヵ月） 
・同居する子への接近禁止（6ヵ月） 

①生命・身体に対する脅迫を受
けた被害者も保護命令の申し
立てができる 

◆改正前は、身体に対する暴力に
限られていましたが、脅迫など、
暴力を受ける前でも申し立てが
できるようになりました。 

保護命令申し立て 
（申立書の作成） 

（配偶者暴力相談支援センターや警察
を利用していない場合は、公証人役
場で認証を受けた書類を添付） 

一時保護 
（民間シェルター等に
委託する場合あり） 

②被害者に対する電話・電子メール等
を禁止 

◆保護命令の内容も、被害者や住居への
つきまといや徘徊だけでなく、無言電
話、連続しての電話・ファクシミリ、
電子メールなども禁止となりました。 

③被害者の親族等も接近禁止命令の対
象に 

◆保護の対象も被害者とその子どもから親族
にまでに拡大されました。 

命
令
に
違
反
す
れ
ば
、 

１
年
以
下
の
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役
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た
は
百
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円
以
下
の
罰
金 
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（「男女平等参画に関する西東京市民意識・実態調
査」平成19年度）

全国の20歳以上の男女を対象
にした調査（内閣府）では、配偶者
から身体的・精神的・性的暴力のい
ずれかについて「一度でも受けた
ことがある」という女性は33.2％、
男性は17.4％となっている。

「いまや料理のできることは男の魅力
の一つ」賞味会のメンバーの一人、奥村
栄吉さん




